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熊本県監査委員公告第１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、令和５年

（２０２３年）１１月２７日から令和６年（２０２４年）１月２９日までの間に実施し

た監査の結果に基づき講じた措置について、熊本県教育長から通知があったので、次の

とおり公表する。 

令和６年（２０２４年）８月６日 

熊本県監査委員  藤 井 一 恵 

同        竹 中   潮 

同        城 下 広 作 

同        河 津 修 司 
 
 

監  査 

対象機関 
監 査 の 結 果 措 置 状 況 等 

教育委員会

阿蘇中央高

等学校 

(物品の管理について) 

 備品の管理及び処分につ

いて、次の課題がある。 

(1)重要備品である田植機

(平成 3 年(1991 年)取得)を

適切な手続を経ずに職員が

借用し、許可なく処分し亡失

している。 

(2)一般備品である執務用椅

子 2脚を購入しているが、翌

年度に登記している。 

物品取扱規則等に基づき、

備品の管理及び処分は適正

に行うこと。 

 

(1)今回の重要備品の亡失に至った経緯や

原因について全職員へ周知し、備品管理に

ついて意識づけを行った。また、全備品に

ついて現物確認を行い、備品の亡失防止を

徹底するとともに、不要物品については、

処理計画を作成し、適切な手続により処分

する体制づくりを行った。 

(2)支出担当者と物品担当者でダブルチェ

ックを行うとともに、執行表等もすべての

事務職員で確認することで再発防止対策

を強化した。また、事務職員全員で情報(原

因等)を共有し、再発防止に向けて業務に

対する意識を強化した。 
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監  査 

対象機関 
監 査 の 結 果 措 置 状 況 等 

教育委員会

黒石原支援

学校 

(所得税の源泉徴収につい

て) 

令和 3 年(2021 年)分の年末

調整訂正に伴い期限後納付

が発生し、延滞税 1,100円が

発生している。 

年末調整手続において、組

織的なチェックを徹底する

とともに、再発防止に努める

こと。 

今回の事案について、職員全体に周知

し、年末調整及び納税の重要性について説

明するとともに、注意喚起を行った。今後

の年末調整事務においては、以下のとおり

再発防止に取り組むこととした。 

①年末調整申告書類等は職員会議で配付

し、丁寧な説明を行う。注意喚起するだけ

でなく、職員1人1人が納税者であることの

自覚を促す。 

②事務担当者は、申告書類が提出される毎

に確認を行う。申告の誤りがあった場合

は、その事例について朝会等でその都度周

知することで、職員の意識向上につなげ

る。 

また、事務室では、主査、副査によるダ

ブルチェックから、事務職員全員によるチ

ェックを行うなどの体制強化により、漏れ

を防ぐ。 

 

 

〈参考〉 

「指摘事項」とは、以下のような事柄に該当し、改善が必要とされる課題である。 

(1) 法令、条例、規則又は通知・通達に違反し、事務の執行が不適正となっているもの 

(2) 未収金解消対策が的確に講じられていないもの 

(3) 予算の執行又は財産管理等において、適正を欠くもの 

(4) 故意又は重大な過失により、不経済や損害を生じさせたもの 

(5) 経済性、有効性又は効率性が著しく低いもの 

(6) 事務・事業の執行に当たり、是正又は改善が必要であると認められるもの 

(7) 前年度監査において注意事項とされていた事項で是正又は改善がされていないもの 

 
 


